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【平成18年度税制改正の注目

点】

今年の税制改正事項の中から、

注目ポイントを2点挙げます。

～中小企業庁発行の中小企業関

係税制改正の概要より抜粋～

①役員給与の損金算入のあり方

の見直し

個人事業者が法人形態を取れ

ば、社長の給与は法人段階で経

費に算入され、個人段階でも給

与所得控除を受けることができ

ます。つまり、節税が可能とな

ります。

今回これを見直し、実質一人

会社の社長給与については、給

与所得控除相当分を法人段階で

経費算入できなくなります。

※実質一人会社とは、同族関係

者で株式の90％以上を保有し、

常務に従事する役員の過半数を

占める会社。

※適用除外は、所得が800万円

以下の場合と、所得が3000万円

以下で社長給与の占める比率が

1/2以下の場合。

②交際費の損金算入の特例の延

長及び課税範囲の明確化

交際費の範囲については、会

議費等の隣接費用との区分が不

明確であることから、税務署と

トラブルになることが多くあり

ました。

そこで、実務上は一人当たり

3千円が交際費と会議費等の区

分の目安とされていたところ、

交際費とは別に一人当たり5千

円以下の飲食費（役職員の間の

飲食費を除く）について損金算

入を認めることが明確化されま

した。

税制はコロコロ変わりますが、

目先の変化に慌てふためくこと

なく、経営の本質を見失わない

舵取りを心がけましょう。税金

を最重要項目と考える悪習に陥

らないように。

Ｑ．仕事中に自分の車で事故

を起こしてしまったが、会社

に責任はあるの？

Ａ．乗っていたのが会社の車

であれば、会社にも賠償責任

があるのは当然ですが、従業

員が仕事に使っていたマイカー

についても、責任があると判

断されることが多いようです。

会社が責任を逃れうるのは、

従業員がマイカーを独断で会

社の仕事に使っていたことを

全く知らず、仕事に関わるガ

ソリン代や駐車場代も全て従

業員が個人で払って会社に請

求しておらず、会社が何も提

供していない場合だけです。

従業員の車とはいえ、常々

それを仕事のために使ってお

り、会社もそれを知っている

のなら、会社の責任は明白で

す。

また、通勤のためだけに使

われているマイカーなら、そ

れは個人の責任ですが、仕事

に使っている車で通勤してい

るのなら、会社にも責任があ

ると考えられます。
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【人材育成の勘所】

複数の企業の観察から、人

材育成について感じるところ

があったのでまとめてみます。

①採用以前の段階

中小企業では、来たその日

からバリバリ仕事をこなすよ

うな優秀な人材はまず来ない

と思った方がよい。であるな

らば、人材は育てるものとい

う認識をもっておかないと、

後々苦労することになる。

②採用段階

面接時においては、労働条

件等の説明は当然必要だが、

「あなたの夢は？」という質

問も欠かせない。大企業に比

べて金銭的な条件面で不利に

ならざるを得ない中小企業で

は、金銭以外による仕事への

動機付けが必要になる。その

際、良かれと思って施したこ

とでも、当人の価値観の範囲

外にあれば効果がない。そこ

に会社と従業員とのミスマッ

チが生じる。

本人が目指す方向と、会社

が目指す方向が概ね一致する

ように、事前に人を選択する

ことも必要になってくる。

③教育訓練

中小企業では、教育のため

の時間を仕事時間外に確保す

ることは通常困難だ。勢い教

育訓練はＯＪＴが中心となっ

てくる。仕事は現場経験で覚

えろという方式だ。

しかし、現場で起こること

はほぼ応用の連続であるといっ

ても良い。全てのパターンを

現場経験だけで覚えるのには

限界がある。そこで基礎的技

術の習得が必要になってくる。

例えば我が事務所において

も、各社の事情を反映して会

計資料の体裁が異なっている。

その違いを一個一個覚える前

に、基本となる簿記を身に付

けておけば応用が利きやすい。

基礎技術の習得は短期的に

は経費の垂れ流しのように思

えるので、後回しにされがち

だが、教育というものは中長

期的な視点が必要になってく

るものだ。

先
日
、
東
京
へ
の
出
張

に
神
戸
空
港
を
利
用
し
ま

し
た
。
全
体
的
に
小
振
り

な
の
で
、
施
設
内
の
移
動

が
効
率
的
で
良
か
っ
た
で

す
。定

時
に
西
向
き
に
離
陸

し
た
飛
行
機
は
、
す
ぐ
に

Ｕ
タ
ー
ン
す
る
か
と
思
い

き
や
、
西
へ
飛
び
続
け
ま

し
た
。
窓
か
ら
眺
め
て
い

る
と
、
な
ん
と
眼
下
に
は

わ
が
町
家
島
諸
島
が
。
神

戸
か
ら
六
十k

m

西
方
ま
で

飛
ん
で
折
り
返
し
た
の
で

し
た
。

寒
い
冬
も
よ
う
や
く
終

わ
り
、
今
月
下
旬
に
は
平

年
よ
り
早
く
桜
が
開
花
す

る
そ
う
で
す
。
ゆ
っ
く
り

花
見
で
も
で
き
る
よ
う
な

状
態
に
も
っ
て
行
き
た
い

で
す
ね
。

法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 0792-43-1231

FAX 0792-43-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


